
（福島県災害対策本部　Ｈ２３．７．２２）　

県外避難者を含む

県外避難者を含む

県内における被災者支援に関する当面のロードマップ

取組事項 ６月 ７月 ８月 ９月

　　※　避難者数・避難所か所数は
　　　　　平成２３年６月２３日時点

１０月

基本方針 
決定 

避難所再編 

学校夏休み(7/20頃～8/24頃） 

被災市町村・   
 地方災対 
方針説明 

地方災対及び被災市町村による再編調整 

避難者への方針 
説明 

県内の大部分避難所閉鎖    

課題 目標 ◇避難所閉鎖に向けた入所者の十分な理解 
◇県内市町村との連携 

◇避難所から仮設住宅へのスムーズな入居促進 
◇避難者の自立に向けた生活再建 

避難者への情報の提供、要望への対応 す

べ

て

の

避

難

所

閉

鎖 

基
本
方
針

 

避
難
所

 

再
編

 

仮設・借上住宅への申込・決定手続   

住
宅

 

確
保

 

住宅確保(仮設住宅建設を含む、以下同じ） 

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３ 

  県内避難者 
  約２１，９００人 

仮
設
住

宅
入
居

 

住宅確保 

県内の国等一次避難所 
二次避難所の閉鎖 

仮設・借上住宅申込・決定手続 仮設・借上住宅申込・決定手続 

◆避難所２～３か所に限定（※被災市町村ごとに避難先を集約） 
 ★１０月末までに閉鎖 

被災者から情報収集・被災者への情報提供、避難所再編箇所総合調整 

再編された避難所 

◆一次避難所６か所閉鎖 
◆二次避難所約１１，４００人減少 

◆一次避難所約７０か所閉鎖 
（二次避難所約４，５００人減少） 

◆仮設・借上住宅確保 
          約２０，０００戸 

◆仮設・借上住宅確保 
        約１５，０００戸 

『災害義援金・被災者生活再建支援金・仮設住宅等被災高齢者等生活支援事業、医療体制の整備、家電セット・在庫物資の提供、雇用支援』等被災者支援 

（※計画的避難区域及び特定避難勧奨地点を除く） 

◆県内避難所約６か所以上閉鎖 
(一次：６か所、二次：約11,400人減少） 
(仮設住宅等１１，９００人入居） 

◆県内避難所約７０か所以上閉鎖 
(一次：約７０か所、二次：4,500人減少) 
（仮設住宅等６，９００人入居） 

※県内避難所全面閉鎖 
（仮設住宅等３，１００人入居） 

仮設・借上住宅 
入居（移動） 

仮設・借上住宅 
入居（移動） 

仮設・借上住宅 
入居（移動） 

  県内避難者 
  約１０，０００人 

  県内避難者 
  約３，１００人 
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（※STEP1･2で仮設住宅等入居できなかった避難者に対する例外措置) （再編)避難所 

◆一次避難所７４か所（約４，５００人） 
◆二次避難所約５００所（約１７，４００人） 

※仮設住宅の完成を見据え、計画的な申

込手続、スムーズな入居を促進していく。 
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